
〇 病床機能再編支援給付金について

〇 地域医療構想の実現に向けた取組の支援を目的とし、医療機関が病

床削減や再編統合を行う場合に給付金を支給するもの(財源：地域医療

介護総合確保基金（国負担10/10）)

〇 給付金の受給にあたっては、医療機関が行う病床削減や再編統合が、

地域医療構想の実現に資するものであるか、地域医療構想調整会議に

おける議論及び医療審議会における意見聴取を行う必要があること

〇 なお、医療機関が行う病床削減や再編統合は、令和８年３月31日ま

でに完了するものに限ること
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● 平舘クリニック
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支給決定となった場合、令和６年度に削減及び支給を行うもの
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【参考】 赤坂病院

令和４年度中削減→令和５年度中の削減に変更（※）

※ 変更の経緯
○ 病床削減は令和４年１月26日の盛岡地域医療構想調整会議で議論済みであること。
○ 当初は、令和４年度中の病床削減のみを計画していたところ、病院建屋に耐震上の課題が判明し、
新築を含めた検討が必要となったこと。
○ 今般、耐震上の課題への対応の方針がまとまったことから、令和５年度中の病床削減を行うこととし
たもの。


